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▼ ①-1
非課税限度額が引き上げされる。
給与計算処理、請求計算処理に対応する。

※
本改修は、通勤距離に応じた非課税限度額に基づく自動計算機能を
ご利用のお客様が対象です。
機能については以下をご参照ください。
https://ss.si-system.jp/hc/ja/articles/48674301112089

改修内容

給与計算処理、請求計算処理の、通勤手当の非課税限度額引き上げに対応する
（令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当（同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。）について適用されます）
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